
市内事業者向けの支援
中小企業者店舗等近代化利子補給
　市では、中小企業者の店舗などの設備の近代化を促進するため、設備資金の融資を受けた場合に利子を補給
しています。

●問い合わせ先　市商工振興課　☎248−1115

新型コロナウイルス感染症に関する経営のお悩み個別相談会
　国の持続化給付金や、家賃補助などの電子申請のサポートや資金繰りなどの経営に関するお悩みを何度でも
無料で中小企業診断士などの専門家が相談に応じます。

※市事業者定額支援金は令和2年第3回市議会定例会での補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更され
ることがあります。詳細な条件や申請方法については、決定次第速やかに、市ホームページなどで公表いたします。

※市外に事業所があり、令和2年6月1日以降に市に転入した事業者は対象になりません。
※市事業継続支援金、市事業者定額支援金はどちらかを選択できます。重複申請はできません。

市内事業者（農業者を含む）向け支援金事業
　新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ちた事業者に対し、以下のいずれかにより支援金を支給します。

大規模展示会への出展支援
　企業の販売促進・活性化のため、市内中小企業者を対象に、全国（県外）で開催される見本市・展示会などへ
出展する際の経費の一部を助成しています。

中小企業の人材育成支援
　企業の人材育成を支援するため、中小企業大学校などで研修を受けた際の受講料の一部を助成します。

事 業 名 市事業継続支援金 市事業者定額支援金

対 象 者

令和2年1月以降に売上が前年同月比
で30％以上50％未満減少した月があ
る市内事業者
（県の事業継続支援金の交付決定を
受けた者）

令和2年1月以
降に売上が前年
同月比で20％
以上減少した月
がある市内事業
者

令和2年1月以降に売上が
前年同月比で50％以上減
少した月がある市内事業
者
（国の持続化給付金を受
けた者）

支 援 金 の 額 一律10万円 一律10万円 法人　一律20万円　
個人事業主　一律10万円

申 請 期 限 6月9日～
令和3年2月末（予定）

10月1日～
12月末（予定）

対 象 者 市内事業者（農業者を含みます）

開 催 日

毎月第１、第３水曜日に開催
第６回　令和２年9月16日(水)
第７回　令和２年10月7日(水)
開催内容は申込状況次第で変更する場合があります。事前申込制、先着順です。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

と き
以下の時間帯で開催します。
①午前9時～10時30分　  ②午前10時30分～正午
③午後1時～2時30分　　 ④午後2時30分～4時

と こ ろ ルーロ合志　市民ラウンジ横応接室（個室）

※開催内容については申込状況次第で変更する場合があります。
※事前予約制、先着順です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

対 象 企 業 市内に在住し市内で引き続き３年以上営業する人で、従業員の数が20人以下の個人
や法人

対 象 と な る
設 備 投 資

・店舗の新築、増築、改装
・個人または共同で整備する、店舗客専用駐車場や公害防止施設
・業務に関する備品

利 子 補 給 内 容
・毎年１月１日から12月31日までに支払った利子額(延滞利子は除く)の５割以内

で、最大36カ月分の利子を補給します。
・市内中小企業者を利用した設備投資を行なった場合は利子額の10割以内とします。

対 象 と な る
金 融 機 関

政府系金融機関、肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央
信用金庫、熊本県信用組合、熊本県商工業経営安定事業協同組合

融 資 限 度 額 個人や法人　700万円
協同組合　1,000万円

融 資 利 率 の 上 限 8％

対 象 企 業 市内中小企業者

助 成 額 小間料の２分の１
※旅費、付帯設備や電源使用料などは対象になりません。

対 象 者 市内中小企業の経営者、従業員

対 象 と な る 研 修

・中小企業大学校やポリテクセンター熊本などが実施する研修事業などの受講料
・中小企業大学校で実施される経営管理者養成コースの受講料
・中小企業等が２社以上合同で行なう独自の研修(資格取得研修などを除く)につい

て、その講師召還費用（謝金など）

助 成 額 受講料の３分の２
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